
大気汚染防止法が改正されました
アスベスト関連の改修・解体工事・事前調査等の

ご相談は㈱新和産業にお任せください

一部規定を除き、令和3年4月から施行されています。

解体やリフォーム改修工事の際は、

事前調査が必要です‼







＊この資料は環境省の案内より抜粋したものです。



1 アスベストの相談 （無料です）
・建物のアスベストの可能性がある場所を判断を致します。
法律関係や施工方法・工事の流れの説明・質問等何でもご相談下さい。

2 石綿含有調査
・採取・分析（JIS　A1481　1-3）国土交通省使用で報告書の作成

3 現場事前調査（調査者資格2名）
・図面（設計図書）及び目視調査・持ち主殿とのヒアリング調査

現在法改正後一定の規模以上の工事を行う場合は必要になりました。

4 見積書の作成 （無料です）
入札・設計・解体・改修工事の見積の作成
安く早く施工が終了する方法で見積書を作成します。

5 施工計画書の作成
官庁・労基署に届出が必要です。ﾚﾍﾞﾙ3も作成しなければなりませ。

6 施工処理（アスベストの除去工事等）
・官庁・労基署による立会検査も行います。
アスベスト除去・撤去・囲い込み・封じ込め・解体
ﾚﾍﾞﾙ1・2・3全てお任せください。

7 粉塵濃度測定の手配
・長年取引のある信用できる業者を手配を致します。

8 アスベスト産廃の手配
・特別管理産業廃棄物の収集運搬・最終処分場
委託契約書の手配を致します。（配車の予約）

9 完了報告書の作成
・官庁や発注者に対する完了報告の提出・施工写真（官庁報告用）
の撮影・まとめ等を行います。

現在法改正により報告義務と工事後の確認が必要になりました。

まで行います。長年取引のある信用できる業者を手配を致します。

お問い合わせはお気軽にご相談下さい！

創業50周年、アスベスト工事歴18年の信頼と実績の当社にお任せください!


